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税務

改
正
産
業
競
争
力
強
化

法
に
お
け
る
特
別
事
業

再
編
計
画
に
係
る
税
制

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

1
．
制
度
の
概
要

　

令
和
6
年
9
月
2
日

に
改
正
産
業
競
争
力
強

化
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

産
業
競
争
力
の
強
化
の
た
め
、
産

業
活
動
に
お
け
る
新
陳
代
謝
の
活
性

化
を
促
進
し
、
経
済
社
会
全
体
に
お

け
る
経
営
資
源
の
有
効
活
用
を
通
じ

て
生
産
性
の
向
上
を
税
制
面
か
ら
も

後
押
し
す
る
た
め
に
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

成
長
意
欲
の
あ
る
特
定
中
堅
企
業

者
・
中
小
企
業
者
が
、
複
数
の
中
小

企
業
を
子
会
社
化
し
、
親
会
社
の
強

み
の
横
展
開
や
経
営
の
効
率
化
に
よ

っ
て
、
グ
ル
ー
プ
一
体
で
成
長
を
遂

げ
る
計
画
を
特
別
事
業
再
編
計
画
と

し
て
認
定
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た

取
り
組
み
に
対
し
て
、
以
下
の
税
制

優
遇
や
金
融
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正
に
よ
る

税
制
措
置
と
そ
の
対
象
企
業

で
き
る
制
度
で
す
。

⑴
中
小
企
業
事
業
再
編
投
資
損
失
準

備
金
制
度
の
拡
充
（
中
堅
・
中
小

グ
ル
ー
プ
化
税
制
）

⑵
登
録
免
許
税
の
軽
減

⑶
債
権
放
棄
時
の
資
産
評
価
損
の
損

金
算
入

2
．
特
別
事
業
再
編
計
画
と
、
そ
の

対
象
企
業

　

特
別
事
業
再
編
計
画
と
は
、
具
体

的
に
表
❶
の
要
件
を
満
た
す
計
画
を

言
い
ま
す
。

　

特
別
事
業
再
編
計
画
に
お
け
る
税

制
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
中
堅
企
業
者
又
は
中
小
企
業
者

（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
2
0
0
0

人
以
下
）
で
、
み
な
し
大
企
業
に
該

当
し
な
い
企
業
が
対
象
で
す
。

　

ま
た
、
中
堅
企
業
者
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
積
極
的
に
賃
上
げ
や
リ
ス
ク

を
取
っ
た
投
資
等
を
行
う
成
長
意
欲

の
高
い
「
特
定
中
堅
企
業
者
」
に
認

定
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

み
な
し
大
企
業
と
は
、
同
一
の
大

企
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
出
資
割
合
が

2
分
の
1
を
超
え
る
中
堅
企
業
者
、

も
し
く
は
、
同
一
の
大
企
業
グ
ル
ー

プ
に
よ
る
出
資
割
合
が
2
分
の
1
以

下
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
大
企
業
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
出
資
割
合
が
3
分
の

2
以
上
と
な
る
中
堅
企
業
者
を
い
い

ま
す
。

3
．
税
制
優
遇
の
概
要

⑴
中
堅
・
中
小
グ
ル
ー
プ
化
税
制

　

令
和
9
年
3
月
31
日
ま
で
に
特
別

事
業
再
編
計
画
の
認
定
に
基
づ
き
認

定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
が
株
式
等

を
取
得
し
た
場
合
に
、
M
&
A
実
施

後
の
簿
外
債
務
リ
ス
ク
や
経
営
統
合

リ
ス
ク
と
い
っ
た
減
損
リ
ス
ク
に
備

え
る
た
め
、
最
初
に
取
得
し
た
株
式

等
に
つ
い
て
は
取
得
価
額
の
90
％
、

2
回
目
以
降
に
取
得
し
た
株
式
等
に

つ
い
て
は
取
得
価
額
の
1
0
0
％
ま

で
準
備
金
積
立
額
を
損
金
に
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
売
り
手
と
な
る
事
業
者

が
改
正
産
業
競
争
力
強
化
法
上
の
中

小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
、

株
式
等
の
取
得
価
額
が
1
億
円
以
上

1
0
0
億
円
以
下
の
場
合
に
限
ら
れ

ま
す
。

　

積
み
立
て
を
し
た
準
備
金
に
つ
い

て
は
、
最
大
10
年
間
据
え
置
く
こ
と

が
で
き
、
据
置
期
間
経
過
後
5
年
間

に
わ
た
り
均
等
額
で
取
り
崩
し
て
順

次
益
金
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

以
下
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
据
置

期
間
に
か
か
わ
ら
ず
準
備
金
の
全
部

を
取
り
崩
し
、
益
金
に
算
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
計
画
認
定
の
取
消
（
全
額
）

・
取
得
株
式
の
売
却
（
全
額
ま
た
は

相
当
額
）

・
合
併
に
よ
る
合
併
法
人
へ
の
株
式

移
転
（
全
額
）

・
株
式
発
行
法
人
又
は
取
得
法
人
の

解
散
（
全
額
）

・
取
得
株
式
の
帳
簿
価
額
減
額
（
相

当
分
）

・
青
色
申
告
の
承
認
取
消
（
全
額
）

・
支
払
限
度
額
5
億
円
超
の
表
明
保

証
保
険
契
約
の
締
結
（
全
額
）

税
理
士
法
人
ア
フ
ェッ
ク
ス

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

税
理
士
・
公
認
会
計
士

金
子
尚
貴
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●ウェブサイト（ https://www.shokoken.co.jp/management/guidance/ ）に「経営相談Q&A」のバックナンバーを掲載しております。

　

債
権
放
棄
を
含
む
特
別
事
業
再
編

計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、

資
産
の
評
価
換
え
の
際
に
資
産
評
価

損
が
損
金
算
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

債
権
放
棄
を
含
む
計
画
が
円
滑
か
つ

確
実
に
実
施
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
判

断
す
る
た
め
に
、
下
記
の
追
加
の
書

類
の
書
類
提
出
や
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

《
申
請
時
の
追
加
書
類
》

・
資
金
計
画
に
係
る
公
認
会
計
士
又

は
監
査
法
人
の
報
告
書

・
債
権
者
と
の
間
で
の
債
権
放
棄
に

つ
い
て
の
合
意
を
証
す
る
書
類

・
減
資
な
ど
、
株
主
責
任
の
明
確
化

を
図
る
こ
と
を
表
明
す
る
書
面

・
再
建
計
画
に
対
す
る
専
門
家
の
調

査
報
告
書

《
認
定
後
の
必
要
書
類
》

①
債
権
放
棄
の
合
意
日
か
ら
4
カ
月

以
内
に
提
出
が
必
要
な
書
類

・
合
意
日
か
ら
1
カ
月
以
内
に
仮
決

算
を
行
っ
た
後
の
財
産
目
録

・
資
産
の
評
価
換
え
を
反
映
し
た
貸

借
対
照
表
と
損
益
計
算
書

②
認
定
後
の
実
施
状
況
報
告
時
の
追

加
書
類

・
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監

査
を
受
け
た
貸
借
対
照
表
と
損
益

計
算
書

・
四
半
期
ご
と
に
売
上
の
推
移
表
と

有
利
子
負
債
残
高
の
推
移
表

・
そ
の
他
準
備
金
を
取
り
崩
し
た
場

合
（
相
当
分
）

⑵
登
録
免
許
税
の
軽
減

　

特
別
事
業
再
編
計
画
に
基
づ
く
グ

ル
ー
プ
化
に
向
け
た
M
&
A
に
係
る

登
録
免
許
税
が
表
❷
の
よ
う
に
軽
減

さ
れ
ま
す
。

⑶
債
権
放
棄
時
の
資
産
評
価
損
の
損

金
算
入

表❶　特別事業再編計画の要件

項目 認定要件

過去のM＆Ａの実績 過去5年以内に取得価額1億円以上のM&Aを実施していること

計画期間 5年以内

成長要件 
（事業部門単位）

計画の終了年度において次の両方の達成が見込まれること
　①従業員1人当たり付加価値 9％向上　
　②売上高 1.2倍

財務の健全性 
（企業単位）

計画の終了年度において次の両方の達成が見込まれること
　①有利子負債/キャッシュフロー≦10倍
　②経常収入>経常支出

雇用への配慮、賃上げ

①計画に係る事業所における労働組合等との協議により十
分な話し合いを行うこと、かつ実施に際して雇用の安定
等に十分な配慮を行うこと

②雇用者給与等支給額 2.5％（年率）の上昇

事業構造の変更

取得価額1億円以上のM&Aであって、次のいずれかを行うこと
①吸収合併、②吸収分割、③株式交換、④株式交付（議
決権の50％超を保有することとなるものに限る）、⑤事業
又は資産の譲受け、⑥他の会社の株式又は持分の取得（議
決権の50％超を保有することとなるものに限る）

前向きな取組

計画の終了年度において次のいずれかの達成が見込まれること
　①新商品、新サービスの開発・生産・提供→新商品等の 
　売上高比率を全社売上高の1％以上
　②商品の新生産方式の導入、設備の効率の上昇→商品等 
　1単位当たりの製造原価を5％以上削減
　③商品の新販売方式の導入、サービスの新提供方式の導入 
　→商品等1単位当たりの販売費を5％以上削減
　④新原材料、部品、半製品の使用、原材料、部品、半製品 
　の新購入方式の導入→商品等1単位当たりの製造原価を5％ 
　以上削減

グループ内連携

特別事業再編を実施する事業者全体の方針の下、次のいずれ
かを実施することで成長を達成することが見込まれること
　①グループ内の経営資源とM&Aにより取得する他の事業
　者の経営資源を組み合わせて利用すること
　②生産、販売、人事、会計又は労務等に係る経営管理の方法
　をM&Aにより取得する他の事業者に導入し、経営の効率
　化を図ること

措置の適用対象行為 通常の税率 事業再編
税率

特別事業
再編税率

合併時の増資の登記 0.15％ 0.1％ 0.1％
（資本金が増加する場合の合併） 0.7％ 0.35％ 0.15％
分割時の増資の登記 0.7％ 0.5％ 0.3％

譲受時の登記
不動産 2.0％ 1.6％ 1.2％
船舶 2.8％ 2.3％ 1.8％

合併時の登記
不動産 0.4％ 0.2％ 0.1％
船舶 0.4％ 0.3％ 0.2％

分割時の登記
不動産 2.0％ 0.4％ 0.1％
船舶 2.8％ 2.3％ 1.8％

表❷　登録免許税の軽減

出所：経済産業省「産業競争力強化法における特別事業再編計画に 
　　　ついて」（2024年9月）表❶❷とも


